
 

横須賀労働基準監督署 安全衛生課 

 毎年、5月から 9月頃にかけて、熱中症とみられる多くの労災請求があることから、横

須賀労働基準監督署では、過酷な環境下で働く建設現場の所長に対し、どのような熱中症対

策を行っているか、緊急アンケートを実施しました。59の建設現場にアンケートを配布し、

実施している（予定している）対策全てに○をつける形式で、有効回答は４０現場でした。 
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水分と塩分を無料で提供している

WBGT値を測定し注意喚起を行っている

熱中飴を無料提供している

休憩所を設けている

送風機（冷風機）を設置している

休憩を多く設けている

朝食の有無を確認し無い場合は摂らせている

気分が悪くなったらすぐ元請に連絡する

熱中症対策講習会を現場で開催している

現場での熱中症対策

 
 

  

・首に巻く冷感用品を配布 

・経口補水液を無料で提供 

・一人作業の禁止 

・声かけ運動の実施 

・朝礼・昼のミーティングにて早めの水分補給・休憩等、注意喚起実施 

・熱中症対策の勉強会を安全週間中に実施予定 

・休憩所に冷水器・冷蔵庫・製氷機を今月から設置予定（手配済み） 

・毎日、職長が作業員をリサーチして熱中症点検表に記入し提出させる 

・作業所ミーティングにおいて、各自の体調、水分・塩分の補給等を指示 

・温度・湿度計の設置 

・熱中症対策応急キット常備 

・冷水器・製氷機の設置 

 

上記を参考に貴事業場でも各種対策を取り入れて、この夏を乗り切りましょう！ 

また、熱中症と疑われる人が発見された場合は、裏面を参考としてください。

熱中症対策していますか？ 

その他の実施している熱中症対策 



 

 

 
 
 

熱中症の救急処置（現場での応急処置） 

 

意識の確認 

①涼しい環境への避難 

②脱衣と冷却 

 

救急隊要請 

意識は清明である 

①涼しい環境への避難 

②脱衣と冷却 

医療機関へ搬送 

意識がない 

呼びかけに応じない 

返事がおかしい 

全身が痛い 

手等がけいれんする 

など 

水分を摂取できる 

水分を自力で摂取 

できない 

③水分・塩分の摂取 

回復する 回復しない 

※ 上記以外にも体調が悪化するなどの場合には、必要に応じて、救急隊を要請する

などにより、医療機関へ搬送することが必要です。 

  また、体調が急変することもあるので、1人にしないことも重要です。 

（H26.5） 

熱中症を疑う
症状の有無 
※表３ 

 

水分を自力で

摂取できるか 

有 


